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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月24日(2017.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱エレメント（１５０、１５１）を支持するための支持システム（１００）であって
、
　高さ方向に延びる主延在方向と、近位端部（１１３）と、遠位端部（１１２）を有する
支持メンバ（１１１）であって、前記近位端部（１１３）が前記加熱エレメント（１５０
，１５１）を支持するように構成された支持メンバ（１１１）と、
　少なくとも１つのヒンジ（１３１）を介して、前記支持メンバ（１１１）の遠位部分に
接続されたベースメンバ（１２１）であって、前記遠位部分が前記近位端部（１１３）か
ら遠位に配置されたベースメンバ（１２１）と、を備え、
　前記支持メンバ（１１１）が、前記ベースメンバ（１２１）に対して、実質的に剛性方
向と平行な回転軸線（１３２）の周りに回動可能であることを特徴とする支持システム。
【請求項２】
　前記回転軸線（１３２）が、前記支持メンバの質量中心から離されて配置されているこ
とを特徴とする請求項１記載の支持システム。
【請求項３】
　前記回転軸線（１３２）が、高さ方向及び可動方向の少なくとも一方に沿って、前記支
持メンバの質量中心から離れて配置されていることを特徴とする請求項１又は２記載の支
持システム。
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【請求項４】
　前記ベースメンバが、高さ方向において前記遠位端部から前記近位端部（１１３）の方
向に向かって、少なくとも部分的に延在していることを特徴とする請求項１～３のいずれ
かに記載の支持システム。
【請求項５】
　前記支持メンバ（１１１）が、実質的に平行に配置された２以上のバー（１１１ａ、１
１１ｂ）を備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の支持システム。
【請求項６】
　前記支持メンバ及び前記ベースメンバの少なくとも一方の材料が、少なくとも９０重量
％の高融点金属を含んでいることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の支持シス
テム。
【請求項７】
　前記高融点金属が、タングステン、モリブデン、タンタル、レニウム、ニオビウム及び
これらの合金から選択されたものであることを特徴とする請求項６記載の支持システム。
【請求項８】
　少なくとも１つの加熱エレメント（１５０、１５１）と、請求項１～７のいずれかに記
載された少なくとも１つの支持システム（１００）を有する加熱システム。
【請求項９】
　前記支持システム（１００）は、異なる支持システムのそれぞれの可動方向が共通の中
心点を始点とするように方向付けられていることを特徴とする請求項８記載の加熱システ
ム。
【請求項１０】
　前記加熱エレメント（１５０、１５１）の下方に、かつ前記ヒンジ（１３１）および前
記ベースメンバ（１２１）の上方に配置されるとともに、前記支持システム（１００）が
挿通可能な開口を有する熱シールドシステム（１６０）を有することを特徴とする請求項
８又は９記載の加熱システム。
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